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国
民
健
康
保
険
制
度
は
、病
気

や
け
が
を
し
た
と
き
に
、医
療
費

な
ど
を
給
付
す
る
医
療
保
険
制
度

で
す
。社
会
保
険
加
入
者
や
生
活

保
護
受
給
者
以
外
の
全
て
の
人
が

加
入
し
て
い
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、保
険
税

率
か
ら
算
出
し
た
医
療
分（
医
療

費
の
支
払
い
に
充
て
る
も
の
）と

支
援
金
分（
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
費
用
に
充
て
る
も
の
）、介
護

分（
介
護
保
険
制
度
の
費
用
に
充

て
る
も
の
）の
合
計
で
構
成
し
て

い
ま
す
。平
成
30
年
度
は
、資
産
割

を
廃
止
し
、税
率
を

の
通

り
引
き
下
げ
ま
し
た
。

　

ま
た
、地
方
税
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、国
民
健
康
保
険
税
の
算

定
基
準
を
改
定
し
、軽
減
対
象
世

帯
の
範
囲
を

の
通
り
拡
大

し
ま
し
た
。

　

詳
細
は
、総
務
部
税
務
課
の
窓

口
や
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
で
き
ま
す
。

総
務
部
税
務
課

（
国
民
健
康
保
険
税
係
）
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平
成
26
年
７
月
か
ら
登
米
町
寺

池
道
場
地
内
に
建
設
し
て
い
た
、

下さ
が

り
松
ポ
ン
プ
場
が
完
成
し
、本

年
６
月
５
日
に
竣
工
式
を
開
催
し

ま
し
た
。東
日
本
大
震
災
で
は
、保ほ

呂ろ

羽わ

浄
水
場
の
取
水
ポ
ン
プ
が
地

震
の
影
響
を
受
け
、相
次
い
で
故

障
。取
水
量
が
不
足
し
、特
に
迫
川

西
部
地
区
な
ど
で
長
期
間
の
断
水

に
な
り
ま
し
た
。市
は
、災
害
に
強

く
、安
定
的
に
給
水
で
き
る
水
道

施
設
の
構
築
を
目
指
し
、整
備
を

進
め
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
は
、北
上
川
の
水
を

取
水
塔
に
あ
る
特
殊
大
型
水
中
ポ

ン
プ
で
、標
高
97
㍍
の
保
呂
羽
浄

水
場
へ
直
接
く
み
上
げ
て
い
た
も

の
を
、新
た
に
中
間
ポ
ン
プ
場
を

設
置
す
る
こ
と
で
、汎
用
性
の
高

い
ポ
ン
プ
に
よ
る
２
段
く
み
上
げ

方
式
に
変
更
。よ
り
安
定
的
な
取

水
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
、さ
ら
に
水
道
管
の
耐

震
化
な
ど
の
整
備
を
進
め
、災
害

や
事
故
に
強
く
、安
全
な
水
道
水

を
持
続
し
て
安
定
供
給
し
て
い
き

ま
す
。

水
道
事
業
所
水
道

施
設
課（
施
設
整
備
係
）
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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

被
保
険
者
が
均
等
に
負
担
す
る
均

等
割
額
と
、前
年
の
所
得
に
応
じ

て
計
算
さ
れ
る
所
得
割
額
の
合
計

額
で
構
成
し
て
い
ま
す
。保
険
料

率
や
軽
減
の
割
合
が
左
表
の
通
り

変
わ
り
ま
し
た
。な
お
、所
得
割
額

の
軽
減
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

▼
総
務
部
税
務
課（
国
民
健
康
保

険
税
係
）
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▼
宮
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
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▼
加
算
額（
市
内
業
者
が
施
工
し

た
場
合
＝
10
万
円
、中
学
生
以
下

の
子
ど
も
が
い
る
場
合
＝
１
人
に

つ
き
５
万
円
）

８
月
31
日（
金
）ま
で

※
申
請
方
法
な
ど
、詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

企
画
部
企
画
政
策

課（
移
住
・
定
住
促
進
係
）／
移
住
・

定
住
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
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※
移
住
・
定
住
支
援
の
詳
し
い
情

報
は
、市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

市
は
、移
住
・
定
住
の
促
進
を

目
的
と
し
、住
宅
を
新
築
ま
た
は

購
入（
中
古
住
宅
を
含
む
。）す
る

な
ど
、一
定
の
要
件
を
満
た
す
人

に
対
し
て「
住
ま
い
サ
ポ
ー
ト
事

業
補
助
金（
住
宅
取
得
補
助
金
）」

を
交
付
し
て
い
ま
す（
市
内
で
の

建
て
替
え
や
住
み
替
え
は
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
）。

　

補
助
金
は
、予
算
の
範
囲
内
で

の
交
付
に
な
る
た
め
、申
請
額
の

総
額
が
予
算
額
に
達
し
た
場
合

は
、受
付
を
終
了
し
ま
す
。

　

補
助
金
の
申
請
を
検
討
さ
れ
て

い
る
人
は
、期
日
ま
で
に
企
画
政

策
課
に
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、平
成
31
年
度
以
降
の
事

業
に
つ
い
て
は
、補
助
金
額
な
ど

事
業
内
容
の
変
更
、ま
た
は
終
了

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

市
内
に
移
住
・
定
住
す

る
た
め
、住
宅
を
新
築
ま
た
は
購

入（
取
得
か
ら
１
年
以
内
）し
た
人

▼
住
宅
を
新
築
ま
た
は
購
入

転
入
者（
上
限
額
80
万
円
）

転
入
者
以
外（
上
限
額
30
万
円
）

▼
中
古
住
宅
を
購
入

転
入
者（
上
限
額
60
万
円
）

転
入
者
以
外（
上
限
額
20
万
円
）


